
橋本市告示第 73 号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のように道

路の区域を変更する。

その関係図面は、橋本市建設部都市整備課において一般の縦覧に供する。

令和８年３月 30 日

橋本市長 平木 哲朗

１．道路の種類 市 道

２．路 線 名 別紙のとおり

３．変更の区間等 別紙のとおり

４．変更区間の概要 別紙のとおり

５．関係図面縦覧場所・期間

橋本市建設部都市整備課

令和８年３月 30 日から令和８年４月 13日まで






























































































































































